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第１章 計画の概要 

 

 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二重の役割を一人で担わなければなら

ないため、住居、収入、子どもの養育等の面でさまざまな制約や困難に直面することに

なります。 

近年、非正規雇用が増加するなど就業環境は厳しさを増しており、特に、母子家庭に

おいては、結婚・出産等による就業の中断等により就業経験が少ないことから、パート

や臨時的雇用など不安定な就業環境に置かれている方が多く、収入が低い水準にとどま

っている状況です。 

このため、収入面・雇用条件面等でより良い職業に就き、経済的に自立し、安心して

暮らせることが、ひとり親家庭の母や父にとっても、子どもの成長にとっても重要であ

り、引き続き、ひとり親家庭の自立を促進するため、自立支援や生活支援の各種施策に

取り組んでいくことが求められています。 

また、寡婦についても、老後に不安をおぼえたり、生活面や経済面で悩んでいる方が

多くなっているため、就業や日常生活面での支援が特に重要になっています。 

 

このような状況の中、母子及び寡婦福祉法が改正され、平成２６年１０月から父子福

祉資金制度の創設を始め父子家庭に対する支援の拡充が明文化されるとともに、名称も

「母子及び父子並びに寡婦福祉法」と改称されました。また、児童扶養手当法の改正に

より、平成２６年１２月から児童扶養手当と公的年金等との併給制限が見直されるなど、

仕事と子育てを両立しながら経済的に自立できるよう、ひとり親家庭への支援施策が強

化されてきました。 

加えて、子どもの貧困対策の推進に関する法律が平成２６年１月から施行され、これ

に基づき策定された「子供の貧困対策に関する大綱」（平成２６年８月閣議決定）では、

ひとり親家庭への支援が位置付けられています。 

 

本県では、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と

向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき、平成１７年度に「山梨県母子家庭

等自立促進計画」を、平成２２年度に「山梨県ひとり親家庭等自立促進計画」を策定し、

ひとり親家庭等の自立促進に向けてさまざまな支援を行ってきました。 

今回、「山梨県ひとり親家庭等自立促進計画」の計画期間が終了することから、国の動

きに呼応しながら、ひとり親家庭等を取り巻く社会・経済情勢、平成２６年度山梨県ひ

とり親家庭等実態調査の結果等を踏まえ、ひとり親家庭等に対する、福祉サービスの提

供と自立の支援を総合的かつ計画的に展開するため、新たな自立促進計画を策定するこ

ととしました。 
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２ 計画の位置付け 

 

「山梨県ひとり親家庭等自立促進計画（仮称）」（以下「計画」という。）は、母子

及び父子並びに寡婦福祉法第１２条及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のた

めの措置に関する基本的な方針」に基づき策定するものです。 

計画は、「ダイナミックやまなし総合計画」の個別計画であり、「やまなし子ども・子

育て支援プラン」や「やまなし子どもの貧困対策推進計画」と連携するものです。 

 

 

３ 計画の期間 

 

  計画の期間は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間とします。 

 

 

４ 計画の対象 

 

  計画の対象は、ひとり親家庭及び寡婦とします。 

   ※この計画における用語の定義 

     母子家庭・父子家庭：配偶者のいない女子又は男子とその扶養を受けている児

童（満 20歳未満の未婚の者）で構成されている家庭 

ひ と り 親 家 庭：母子家庭及び父子家庭 

寡       婦：配偶者のいない女子であって、かつて母子家庭の母とし

て児童を扶養していたことのある者 

     ひ と り 親 家 庭 等：ひとり親家庭及び寡婦 

 

 

５ 計画の推進 

 

計画の推進に当たって県は、国・市町村の関係機関及び母子・父子福祉団体等と役割

を分担しながら、互いに連携し施策に取り組みます。 

 

 

６ 計画の評価と次期計画の策定 

 

この計画期間が満了する平成３２年度に関係者から意見聴取等を行うことにより、計

画に定めた施策について評価を行い、その結果を公表します。 

また、その結果を参考として、次期計画を策定します。 
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第２章 ひとり親家庭等の状況 

 

 

 

 

 

 

１ ひとり親家庭等の世帯数 

 

山梨県における平成２６年度の母子世帯数は、8,296世帯で、平成１６年度からの１

０年間で 18.6％増加し、調査開始以来最多となりました。 

  寡婦の数は、3,867人で、減少状況にあり、父子世帯数は、985世帯で、横ばいの状 

況にあります。 
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２ 児童扶養手当受給者数の状況 

 

  母子家庭の増加により、児童扶養手当の受給者数も年々増加しています。 

  山梨県における平成２６年度末の受給者数は、6,769 人となっており、平成２０年度

からの６年間で、13.7％の増加となっています。 

5,749 5,952 6,125
6,765 6,816 6,891 6,926 6,769

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

山梨県の児童扶養手当受給者数

受給者数 離婚 死別

人

年次
 

 （平成 22年 8月から制度改正により父子家庭も対象） 

 

　　　　　　　　児童扶養手当受給者数の推移
　　　（単位：人）

全　　国

離婚 死別 その他
H19 955,941 5,749 5,193 60 496
H20 966,266 5,952 5,364 61 527
H21 985,682 6,125 5,524 61 540
H22 1,055,181 6,765 6,092 103 570
H23 1,070,211 6,816 6,116 100 600
H24 1,083,317 6,891 6,163 104 624
H25 1,073,790 6,926 6,155 105 666
H26 1,058,231 6,769 5,982 102 685

受給者数の内訳
受給者数 受給者数

山　梨　県

 

       注１：各年度末の受給者数 

       注２：受給者数その他とは、未婚、遺棄、DV等によるものをいう   

資料：厚生労働省「福祉行政報告例」 

 ※ 児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母又は父等に対し、生活

の安定と自立の促進を図ることを目的に支給される手当のことをいう。 
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３ ひとり親家庭等の状況 

 

県では、ひとり親世帯等の生活の状況、子どもの状況、悩み、行政への要望などを把

握するため、平成２６年８月に実態調査を実施しました。 

この調査は、昭和５１年度以降４年ごとに実施しておりましたが、今回は本計画の策

定に当たっての参考とするため２年延期し実施しました。母子家庭、寡婦については１

０回目、父子家庭については、昭和５９年度以降、８回目となります。 

 

① 標 本 数 県内に居住している母子、父子及び寡婦の世帯 

 ② 調査方法 自計式調査。調査票の配付及び回収は郵送により実施 

 ③ 調査期間 平成２６年８月１日～２２日（調査基準日 平成２６年８月１日） 

④ 回収結果 

 

 

 

 

 

 

 

  ※「母子、父子家庭」と「母子、父子世帯」は同義語ですが、実態調査においては、調査開始以

来、「母子、父子世帯」の用語を使用しています。 

世帯区分 標本数 有効回収数 回収率 

母子世帯 2,149人 1,155人 53.7％ 

父子世帯   985人   495人 50.3％ 

寡  婦 1,308人  673人 51.5％ 
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 (1) 現在の世帯の状況 

  ① 現在の年齢 

    母子世帯の母の年齢は、「40～44 歳」（28.4％）が最も多く、次いで「35～39

歳」（22.7％）、「45～49歳」（21.4％）の順となっており、30歳代（34.1％）

と 40歳代（49.8％）で８割以上となっています。 

    父子世帯の父の年齢は、｢40～44 歳」（25.7％）が最も多く、次いで「45～49

歳」（23.7％）、「50～54歳」（17.6％）の順となっています。 

    前回から、父子世帯の父に大きな変化はみられませんが、母子世帯の母は 40歳

代の割合が増加（＋10.5 ポイント）する一方で、30 歳代の割合が減少（－9.7 ポ

イント）しており、高年齢化の状況がみられます。 

0.3 
1.4 
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11.4 

22.7 

28.4 

21.4 

7.7 

1.3 
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

1.6 

9.7 

21.9 

26.1 

40.4 

0.0 0.0 
1.4 

4.5 

14.8 

25.7 

23.7 

17.6 

6.5 
5.9 

0

10

20
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40

50

２０歳未満 ２０～２４歳 ２５～２９歳 ３０～３４歳 ３５～３９歳 ４０～４４歳 ４５～４９歳 ５０～５４歳 ５５～５９歳 ６０歳以上

％ 現在の年齢

母子 寡婦 父子

 

 ② 子どもの数  

  前回から比べ、母子世帯で「２人」の割合が微減し、母子世帯では「１人」、

寡婦、父子世帯では「２人」が最も多く、全ての世帯区分で２人以下の割合が８

割以上となっています。 

  

0.0 

10.8 

0.0 

40.0 

33.7 

44.2 

43.8 

39.5 

39.6 

13.1 

14.0 

12.8 

2.0 

1.3 

2.4 

1.0 

0.6 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

子どもの数

なし １人 ２人 ３人 ４人 ５人以上
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(2) ひとり親世帯になった当時の状況 

 ① ひとり親世帯になった原因 

全ての世帯区分で「離婚」の割合が増加状況にあり、母子世帯 が 87.1％（前回か

ら＋3.1ポイント）、寡婦が 65.5％（前回から＋12.7ポイント）、父子世帯が 80.0％

（前回から＋3.9ポイント）となっています。 

   また、全ての世帯区分で「死別」の割合が減少状況にあります。 
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  ② 当時の年齢 

    ひとり親家庭になった年齢は、前回同様、母子世帯、寡婦は「30～34 歳」（各

27.4％、 23.9％）が最も多く、父子世帯は「35～39歳」（26.5％）が最も多くな

っています。  

母子世帯では、20～34歳以下（55.2％）が過半数を占め、こちらも前回と同様、

寡婦、父子世帯に比べ、20歳代から 30歳代前半でひとり親家庭になった割合が高

くなっています。 
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                  （注) 「60 歳以上」は、寡婦については 60～65 歳未満 
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③ 当時の就労状況の変化 

    母子世帯、寡婦は「無職であったが、仕事に就いた」が最も多く、次いで「仕

事は変わらなかった」となっています。 

    父子世帯は、「仕事は変わらなかった」が最も多く、次いで「転職した」とな

っています。 
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無職であったが、

仕事に就いた

転職した

同じ職場内で別の仕事

に変わった

仕事を

辞めた

仕事は変わらなかった

無職のまま

その他

当時の就労状況の変化

母子 寡婦 父子

 

 ④ 当時の困ったこと 

    母子世帯、寡婦は「家計（生活費）」が過半数を占めているのに対し、父子世 

帯は「子どもの養育・教育」が最も多く、次いで「家計（生活費）」、「家事」

の順となっています。 

64.1 

9.9 

3.2 

0.4 

2.5 

0.6 

1.4 

9.4 

5.6 

2.9 

53.7 

5.6 

3.8 

0.9 

3.6 

2.7 

3.6 

13.6 

8.6 

3.9 

24.8 

8.1 

1.0 

15.3 

2.1 

0.6 

3.9 

28.4 

11.8 

3.9 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

家計（生活費）

仕事（就職・転職）

住居

家事

自分の健康

親族の健康・介護

相談相手

子どもの養育・教育

特になかった

その他

当時の困ったこと

母子 寡婦 父子
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 (3) 住居の状況 

① 住居の形態 

寡婦、父子世帯は「持ち家」が最も多く、過半数を占めているのに対し、母子 

世帯では「借家」、「公営住宅」の合計割合が過半数を占め、賃貸住宅の割合が

高くなっています。 

 

その他…社宅、母子生活支援施設ほか

53.8 

54.4 

18.4 

26.3 

14.9 

28.0 

11.1 

15.9 

30.0 

7.9 

13.4 

21.3 

0.8 

1.5 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

住居の形態

持ち家（分譲ﾏﾝｼｮﾝを含む） 親・親戚の家に同居 借家（民間の借家・ｱﾊﾟｰﾄ・賃貸ﾏﾝｼｮﾝ） 公営住宅 その他

 

                        

  ② 転居先の希望（転居希望がある方のみ回答） 

母子世帯では「持ち家」（30.0％）が最も多く、次いで「公営住宅」、「借家」

の順となっています。 

寡婦、父子世帯でも「持ち家」が最も多く、４割以上となっています。 

 

その他…社宅、母子生活支援施設ほか

45.0 

49.4 

30.0 

1.8 

1.8 

4.8 

22.0 

20.5 

25.6 

27.5 

19.9 

29.5 

3.7 

8.4 

10.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

転居先の希望

持ち家（分譲ﾏﾝｼｮﾝを含む） 親・親戚の家に同居 借家（民間の借家・ｱﾊﾟｰﾄ・賃貸ﾏﾝｼｮﾝ） 公営住宅 その他
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(4) 就労の状況 

  ① 現在の仕事の勤務形態 

母子世帯、寡婦は「臨時雇用者・その他」が約５割近くを占め、次いで「正規

の職員・従業員」となっています。父子世帯は「正規の職員・従業員」が６割程

度となり、次いで「自営業」、「臨時雇用者・その他」の順となっています。前

回から全ての世帯区分で「正規の職員・従業員」の割合が減少し、「臨時雇用者・

その他」の割合が増加しています。 

    「無職」の割合は、母子世帯で横ばい、寡婦で減少、父子世帯で増加していま

す。 

11.5

8.6

6.0

4.8

4.5

20.9

19.8

16.2

13.9

8.4

27.8

28.0

32.1

21.7

18.0

47.6

43.1

39.3

43.3

36.3

33.4

33.0

34.2

33.2

30.0

61.7

59.3

54.6

64.1

60.2

33.4

40.1

45.9

43.5

50.4

24.3

27.4

29.0

31.3

43.8

9.3

9.2

7.1

10.9

14.3

7.5

8.2

8.8

8.4

8.8

21.5

19.8

20.6

21.7

17.8

1.2

3.6

6.1

3.3

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 8年

平成12年

平成16年

平成20年

平成26年

平成 8年

平成12年

平成16年

平成20年

平成26年

平成 8年

平成12年

平成16年

平成20年

平成26年

勤務形態

自営業 正規の職員・従業員 臨時雇用者・その他 無職

母子

父子

寡婦
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② １日の平均労働時間 

前回と同様、全ての世帯区分で「7～9 時間未満」が過半数を占め、次いで母子

世帯、寡婦では「5～7 時間未満」となっているのに対し、父子世帯では「9～11

時間未満」となっています。 

1.8 

10.8 

8.8 

4.5 

19.7 

19.6 

56.8 

54.4 

58.1 

24.9 

11.8 

10.9 

12.0 

3.3 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

１日の平均労働時間

5時間未満 ５～７時間未満 ７～９時間未満 ９～11時間未満 11時間以上

 

  ③ 無職の理由（就労の妨げ） 

 母子世帯は「子どもの世話、看病」が最も多く、次いで「適当な職がない」と

なっています。寡婦は前回と同様「高齢のため」が最も多く、次いで「適当な職

がない」となっています。 

父子世帯は「自分が病弱」が最も多く、次いで「適当な職がない」となってお

り、前回から「適当な職がない」の割合が大幅に減少（－22.6ポイント）し、「子

どもの世話、看病」、「他の家族の世話や看病」の合計割合が大幅に増加（＋14.9 

   ポイント）しています。 

36.4 

19.8 

22.9 

9.1 

1.8 

25.0 

12.1 

6.3 

3.1 

21.2 

23.4 

24.0 

12.1 

27.9 10.8 

6.3 

9.1 

9.9 

18.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

就労の妨げ

自分が病弱 子どもの世話、看病 他の家族の世話や看病 適当な職がない 高齢のため 特になし その他

※母子世帯の「高齢のため」、父子世帯の「特になし」は0％
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  ④ 現在の仕事の意向 

母子世帯では、「続けたい」と転職希望者の割合が同程度となっています。寡

婦、父子世帯では「続けたい」が６割程度を占めています。全ての世帯区分で前

回から「続けたい」の割合が減少し、転職希望者の割合が増加しています。 

 

57.0 

59.0 

47.8 

34.3 

31.8 

39.4 

7.0 

6.1 

10.3 

1.6 

3.1 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

現在の仕事の意向

続けたい 転職したいが、続けざるをえない※ 転職したい（転職を考えている）※ その他

 
 

⑤ 転職したい理由（④で(※)を回答した方のみ回答） 

全ての世帯区分で「給料が少ない」が最も多く、次いで「仕事がきつい」とな

っています。 

67.8 

18.2 

4.0 

11.6 

6.2 

11.0 

11.8 

8.4 

7.6 

13.4 

4.4 

9.8 

60.5 

33.0 

6.0 

12.0 

4.0 

10.5 

10.0 

4.5 

9.5 

8.0 

5.5 

8.0 

61.2 

19.7 

3.4 

9.6 

2.8 

14.0 

17.4 

7.3 

5.6 

11.8 

6.7 

9.0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

給料が少ない

仕事がきつい

仕事に向かない

身分が不安定

職場環境になじめない

労働時間があわない

休みにくい

勤め先が自宅から遠い

健康がすぐれない

社会保険がない又は不十分

経験や能力が発揮できない

その他

転職したい理由

母子

寡婦

父子
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 ⑥ 就職先を探す方法や相談相手（④で(※)を回答した方のみ回答） 

全ての世帯区分で「公共職業安定所等公共機関（ハローワーク）」が最も多く

８割程度を占め、次いで「新聞・チラシ等」、「求人情報誌」、「知人・友人」

の割合が高くなっています。 

 

80.1 

3.0 

5.8 

15.5 

3.8 

0.8 

0.0 

22.5 

30.6 

14.9 

1.0 

82.7 

4.1 

3.0 

18.8 

1.5 

1.0 

1.0 

26.9 

31.0 

5.1 

1.0 

78.3 

4.0 

6.3 

25.1 

0.0 

0.0 

1.7 

18.9 

25.1 

16.0 

1.7 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

公共職業安定所等公共機関

（ハローワーク）

民間職業斡旋会社

親・親族

知人・友人

母子自立支援員・母子自立

支援プログラム策定員

母子寡婦福祉会等福祉団体

就職関係セミナー

求人情報誌

新聞・チラシ等

インターネット

その他

転職先を探す方法や相談相手

母子

寡婦

父子

 



15 

 ⑦ 現在の仕事を続けざるをえない理由（④で「転職したいが続けざるをえない」 

を回答した方のみ回答） 

母子世帯は「家庭の都合」が最も多く、次いで「年齢制限がある」、「現在の

仕事の都合」の順となっています。寡婦は「年齢制限がある」が７割程度となっ

ています。父子世帯は「年齢制限がある」が最も多く、次いで「家庭の都合」、

「現在の仕事の都合」の順となっています。 

 

31.7 

35.7 

12.8 

32.2 

20.1 

15.8 

13.1 

29.8 

16.1 

11.3 

68.5 

28.0 

0.6 

7.1 

31.2 

36.2 

7.1 

39.0 

19.9 

16.3 

13.5 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

現在の仕事の都合

家庭の都合

希望する仕事に必要な資格がない

年齢制限がある

応募しても、採用されない

育児の関係で、時間が取れない

その他

現在の仕事を続けざるをえない理由

母子

寡婦

父子
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  ⑧ 今後取得したい資格・免許 

母子世帯では、「取得したい資格・免許がある」が６割以上であるのに対し、

寡婦、父子世帯では４割程度となっており、取得したい資格・免許は、全ての世

帯区分で「パソコン」が最も多くなっています。 

 

11.8 

11.8 

2.0 

4.6 

12.2 

5.0 

23.2 

8.4 

4.7 

4.3 

2.7 

33.4 

4.4 

6.8 

0.6 

1.3 

14.2 

4.0 

9.7 

1.8 

1.3 

9.7 

4.0 

19.5 

14.2 

0.0 

3.5 

5.8 

41.6 

13.3 

5.3 

0.0 

4.0 

9.7 

3.6 

11.9 

0.5 

0.5 

9.3 

5.7 

3.1 

2.6 

1.5 

7.2 

11.9 

29.9 

0.0 

5.7 

12.4 

8.2 

26.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

看護師（准看護師）・保健師

栄養士・調理師

理・美容師

保育士

介護福祉士

理学療法士・作業療法士

医療事務

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー）

歯科衛生士・薬剤師

鍼灸マッサージ師

自動車運転免許

パソコン

着付・和洋裁・編物

簿記

溶接・木工・板金

造園師・園芸師

その他

今後取得したい資格・免許

母子

寡婦

父子
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 (5) 家計の状況 

  ① 世帯の年間収入 

母子世帯は「100～200 万円未満」(34.0％)が最も多く、７割以上が 300 万円未

満となっています。寡婦は「200～300 万円未満」(21.7％)が、父子世帯は「500

～1,000万円未満」（23.6％）が最も多くなっています。 

    １世帯当たりの年間収入の平均は、母子世帯では約 240 万円、寡婦では約 370

万円、父子世帯では約 405万円となっています（前回 母子世帯 約 211万円、寡

婦 約 327万円、父子世帯 約 440万円）。 

 

13.3 

34.0 

27.3 

11.1 

6.7 

5.3 

0.7 

1.6 

7.0 

14.4 

21.7 

19.7 

16.3 

17.0 

2.1 

1.7 

5.1 

13.5 

19.3 

22.8 

14.0 

23.6 

1.5 

0.3 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

１００万円

未満

100～200

万円未満

200～300

万円未満

300～400

万円未満

400～500

万円未満

500～1,000

万円未満

1,000万円

以上

収入なし

世帯の年間収入

母子 寡婦 父子
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「国民生活基礎調査」によると、平成２５年における全世帯の平均所得は 528.9 万

円であるのに対し、母子世帯は 235.2 万円であり、全世帯の 44.5％、また児童のい

る世帯 696.3万円の 33.8％と非常に低い状況になっています。 

 

702.6 714.9 718 701.2 691.4 688.5 697.3
658.1

697 673.2 696.3

224.6 233.4 211.9 236.7 243.2 231.4 262.6 252.3 250.1 243.4 235.2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

所
得
額
（
万
円
）

年次

世帯当たりの平均所得の推移

児童のいる世帯 母子世帯 全世帯

 

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（H26） 

 

 

   また、生活意識は、全世帯と比較して、母子世帯の方が苦しいと感じている割合が

高くなっています。 

49.5

27.7

35.2

32.2

14.7

35.6

0.6

3.9

0.0

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母子世帯

全世帯

生活意識の状況

大変苦しい やや苦しい 普通 ややゆとりがある 大変ゆとりがある

 
資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」（H25） 
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  ② 主な収入源 

    いずれの世帯区分も「あなた自身の勤労収入」が最も多く、前回とほぼ同様な

割合となりました。 

    ２番目の収入では全ての世帯区分で「年金・手当」、「家族の勤労収入」が高

くなっています。母子世帯では他に比べて「養育費」の割合が高くなっています。

また、児童扶養手当の父子世帯への支給拡大を主因に、父子世帯では前回と比べ

「年金・手当」の割合が増加（＋16.3ポイント）しています。 

 

81.5 

8.1 

1.1 

0.6 

6.6 

0.2 

0.9 

1.0 

70.1 

12.5 

0.6 

0.0 

13.3 

2.1 

0.5 

0.9 

88.9 

4.3 

0.0 

0.0 

4.5 

0.0 

1.2 

1.0 

0 ％ 20 ％ 40 ％ 60 ％ 80 ％ 100 ％

あなた自身の勤労収入

家族の勤労収入

親・親戚からの仕送り

養育費

年金・手当

財産収入

生活保護

その他

主な収入源（１番目の収入）

母子 寡婦 父子

 

 

18.5 

13.9 

0.9 

16.1 

44.3 

0.6 

1.6 

4.2 

23.0 

34.0 

0.8 

0.6 

34.8 

2.8 

0.3 

3.7 

14.7 

27.6 

4.6 

0.5 

38.2 

4.1 

1.8 

8.3 

0 ％ 20 ％ 40 ％ 60 ％ 80 ％ 100 ％

あなた自身の勤労収入

家族の勤労収入

親・親戚からの仕送り

養育費

年金・手当

財産収入

生活保護

その他

主な収入源（２番目の収入）

母子 寡婦 父子
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(6) 養育費の状況  

  ① 養育費の取り決め状況 

養育費の取り決めをしているのは、母子世帯で 50.6％、父子世帯では 18.9％で

あり、前回から母子世帯で増加（＋5.2ポイント）し、父子世帯で減少（－2.7ポ

イント）しています。 

    取り決めをしていない理由は、母子世帯、父子世帯ともに「相手に支払う意思

や能力がない」が最も多く、次いで「相手とかかわりたくない」となっています。

父子世帯では「受け取る必要がない」の割合が母子世帯と比べて高くなっていま

すが、前回からは減少（－8.7ポイント）しています。 

13.7 

38.0 

5.2 

12.6 

81.1 

49.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

母子

取り決めをしている

（文書あり）

取り決めをしている

（文書なし）

取り決めを

していない

養育費の取り決め状況

 

1.0 

2.9 

51.0 

1.2 

8.5 

1.4 

27.5 

6.4 

20.3 

4.4 

33.6 

2.7 

3.1 

0.3 

31.2 

4.4 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

受け取る必要がない

交渉がわずらわしい

相手に支払う

意思や能力がない

養育費を請求できる

と思わなかった

交渉したが、

まとまらなかった

交渉中又は交渉予定

相手とかかわり

たくない

その他

養育費の取り決めをしていない理由

母子 父子
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②  養育費の受給状況 

養育費を受けている方は、母子世帯で 28.5％、父子世帯で 4.6％にとどまっ

ており、その月額は、前回と同様、母子世帯では「３～６万円未満」、父子世帯

では「３万円未満」が最も多くなっています。 

 

4.6 

28.5 

2.4 

14.4 

92.9 

57.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

母子

受けている 受けたことはあるが、

今は受けていない

受けたことがない

養育費の受給状況

 
 

30.1 

53.5 

14.9 

1.4 

76.5 

23.5 

0.0 

0.0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

３万円

未満

３～６万円

未満

６～１０万円

未満

１０万円

以上

養育費の月額

母子 父子
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(7) 子どもの養育  

① 小学校入学前の子どもの保育状況 

 母子世帯、父子世帯ともに「保育所」が最も多く、次いで、母子世帯では「あ

なた自身」が、父子世帯では「幼稚園」、「親族」が多くなっています。 

24.5 

5.6 

63.8 

4.1 

0.5 

0.5 

1.0 

12.5 

15.0 

50.0 

20.0 

0.0 

0.0 

2.5 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

あなた自身

親族

保育所

幼稚園

ベビーホテル・私的な託児所

職場の託児所

その他

小学校入学前の子どもの保育状況

母子 父子

 

  ② 小学生の放課後の過ごし方 

母子世帯は「自宅（子どもだけで過ごしている）」が最も多く、次いで「自宅

（家族が世話をしている）」、「放課後児童クラブ」の順となっています。父子

世帯は「自宅（家族が世話をしている）」が最も多く、次いで「自宅（子どもだ

けで過ごしている）」、「放課後児童クラブ」の順となっています。 

母子世帯、父子世帯ともに自宅が多く、母子世帯は子どもだけで過ごしている

方が、父子世帯は家族が世話をしている方が多くなっているのは、前回と同様で

す。 

23.9 

30.8 

14.2 

1.5 

1.5 

18.1 

4.1 

1.3 

0.2 

4.5 

39.5 

26.6 

10.7 

1.1 

0.0 

15.3 

4.5 

0.6 

0.0 

1.7 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

自宅（家族が世話をしている）

自宅（子どもだけで過ごしている）

親・親戚の家

知人・友人の家

近所の公園など

放課後児童クラブ（学童保育）

児童館（センター）

塾・習い事

スポーツ少年団（クラブ）

その他

小学生の放課後の過ごし方

母子

父子
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 (8) 悩み・相談相手等 

  ① 病気時に世話をしてくれる人 

   ａ あなたが病気のとき 

いずれの世帯区分も「親族」が最も多く、７割を超えています。世話をして

くれる人がいない方が、母子家庭で 18.8％、寡婦で 14.2％、父子家庭で 21.5％

となっており、前回より増加しています。 

 

77.0 

2.3 

0.5 

18.8 

1.3 

81.0 

1.8 

2.1 

14.2 

0.9 

74.2 

2.0 

1.0 

21.5 

1.2 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

親族

近所の人、友人・知人

介護職員（旧ホームヘルパー）、

家庭生活支援員

いない

その他

病気時に世話をしてくれる人（あなたが病気のとき）

母子 寡婦 父子

 

 

   ｂ 子どもが病気のとき 

いずれの世帯区分も「あなた自身」が最も多く、母子世帯、寡婦ともに８割以

上となっています。父子世帯では「親族」の割合が他に比べて高くなっています。 

 

84.6 

13.0 

0.2 

0.2 

1.0 

1.0 

89.7 

7.5 

0.2 

0.2 

1.2 

1.2 

62.2 

32.4 

0.8 

0.2 

1.8 

2.4 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

あなた自身

親族

近所の人、友人・知人

介護職員（旧ホームヘルパー）、

家庭生活支援員

いない

その他

病気時に世話をしてくれる人（子どもが病気のとき）

母子 寡婦 父子
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  ② 現在の悩みごと 

全ての世帯区分の約９割が悩みごとを抱えており、その内容は、いずれの世帯

区分も「家計（生活費）」が最も多くなっています。次いで、母子世帯、父子世

帯では、「子ども」、「仕事」の順となっており、寡婦では「老後」、「あなた

自身の健康」の順となっています。 

90.8 

88.0 

95.0 

9.2 

12.0 

5.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

現在の悩みごと 悩みあり 悩みなし

 

73.7 

28.2 

1.6 

5.1 

18.3 

2.7 

1.8 

1.5 

12.6 

8.7 

10.2 

2.2 

3.0 

8.0 

2.1 

2.6 

50.4 

13.1 

0.5 

5.2 

9.7 

2.6 

4.8 

0.3 

25.9 

15.7 

35.4 

1.6 

1.0 

7.8 

1.4 

1.6 

55.5 

29.2 

9.7 

3.6 

16.6 

4.0 

1.1 

5.6 

12.8 

10.8 

10.3 

1.1 

2.2 

11.2 

5.2 

2.9 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

家計（生活費）

子ども

家事

住居

仕事（就職・転職）

職場

医療費

結婚

あなた自身の健康

親族の健康・介護

老後

家族・近所との人間関係

母子（父子）家庭に対する差別や偏見

借金返済

相談相手がいないこと

その他

悩みごとの内容

母子

寡婦

父子
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  ③ 悩みごとの主な相談相手 

いずれの世帯区分も７～９割の方が、相談相手がいるとしており、主な相談相

手は「親族」、「知人・友人」が多くなっています。 

72.0 

90.4 

87.3 

21.4 

7.2 

10.0 

6.6 

2.4 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

悩みごとの相談相手の有無

相談相手がいる（ある） 相談相手がいない 必要がない

 

72.0 

73.6 

0.7 

0.2 

2.1 

0.0 

0.5 

0.4 

2.4 

80.8 

65.0 

0.5 

0.0 

2.5 

0.2 

0.2 

0.0 

1.9 

72.9 

58.0 

0.0 

0.3 

4.6 

0.0 

0.3 

0.6 

2.0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

親族

知人・友人

母子自立支援員・

母子自立支援プログラム策定員

民生委員・児童委員

県・市町村役場窓口

母子寡婦福祉会

女性相談所・児童相談所

母子家庭等就業・自立支援センター

その他

悩みごとの相談相手

母子

寡婦

父子
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(9) 福祉制度等 

  ① 福祉制度等の利用状況 

母子世帯の９割以上が福祉制度等を「利用している（利用した）」としていま

す。父子世帯では、児童扶養手当の対象拡大に伴い、前回から「利用している（利

用した）」の割合が大幅に増加（＋49.2 ポイント）しましたが、まだ 1 割以上が

「知らなかった」としています。 

    利用している（利用した）福祉制度等は、全ての世帯区分で「児童扶養手当」

が最も多く、次いで「ひとり親家庭医療費助成」となっています。 

76.3 

70.9 

96.7 

6.8 

9.0 

1.6 

3.4 

9.0 

0.9 

13.5 

11.1 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

父子

寡婦

母子

福祉制度等の利用状況

利用している

（利用した）

知っていたが、

利用したことがない

利用する必要（意思）はない 知らなかった

 

94.2 

8.2 

81.2 

1.2 

3.4 

0.2 

0.5 

1.4 

1.7 

5.4 

0.3 

82.4 

17.6 

46.8 

2.0 

1.8 

0.5 

0.9 

2.9 

0.9 

5.4 

0.5 

92.7 

2.2 

54.6 

3.1 

0.0 

1.1 

0.3 

1.7 

0.0 

3.4 

0.0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

児童扶養手当

母子・寡婦福祉資金貸付金等

ひとり親家庭医療費助成

生活保護

母子家庭等自立支援給付金

ひとり親家庭等日常生活支援員派遣

JR定期乗車券の割引

相談員への相談、電話相談

母子家庭等就業・自立支援センター

職業訓練

母子自立支援プログラム策定

利用している（利用した）福祉制度等

母子

寡婦

父子
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  ② 福祉制度等を知った方法 

いずれの世帯区分も前回と同様、「県・市町村役場窓口」が最も多く、次いで

母子世帯、寡婦は「知人・友人」、父子世帯は「広報紙」の順となっています。 

 

6.0 

18.7 

11.8 

1.1 

2.2 

69.8 

1.1 

5.3 

0.6 

0.2 

8.5 

2.4 

5.8 

19.9 

19.2 

2.4 

11.3 

38.1 

2.6 

5.8 

1.0 

1.6 

1.0 

4.7 

10.6 

16.1 

20.0 

0.8 

3.1 

43.1 

0.4 

5.5 

2.7 

5.1 

7.5 

3.9 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

親族

知人・友人

広報紙

母子自立支援員・

母子自立支援プログラム策定員

民生委員・児童委員

県・市町村役場窓口

母子家庭等就業・自立支援センター

各種パンフレット・ポスター

新聞

テレビ・ラジオ

インターネット

その他

福祉制度等を知った方法

母子

寡婦

父子
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 (10) 行政への要望等 

  ① 県・市町村における就職・転職に関する支援事業への要望 

いずれの世帯区分も「技能講習、職業訓練の受講費への助成」を一番多く望ん

でおり、半数を超えています。次いで、「就業に関する情報提供」、「就業に関

する相談」の順となっています。 

 

0

61.2 

37.4 

7.6 

20.4 

15.6 

15.1 

10.9 

3.3 

50.2 

38.8 

9.8 

26.6 

16.6 

16.4 

10.4 

2.9 

52.2 

36.6 

10.1 

22.9 

15.1 

12.8 

7.0 

5.6 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

技能講習、職業訓練

の受講費への助成

就業に関する情報提供

就業に関する

講習会・セミナーの開催

就業に関する相談

学童保育の充実

延長保育や休日保育の充実

求職時や講習受講時等

の託児

その他

県・市町村における就職・転職に関する支援事業への要望

母子

寡婦

父子
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  ② 今後の福祉行政への要望 

いずれの世帯区分も９割以上の方が福祉行政への要望があり、その内容につい

ては、「年金・手当などの充実」、「医療費無料制度の拡充」を望む方が多くな

っています。世帯別には、母子世帯では「母子家庭等の優先雇用の援助」が、寡

婦では「税の寡婦控除額の引き上げ」が、父子世帯では「日常生活支援事業の充

実」が他に比べて多くなっています。 

 

6.1 

5.0 

17.0 

43.9 

26.8 

18.3 

39.9 

48.0 

24.9 

0.6 

15.4 

6.3 

1.8 

15.6 

7.4 

13.2 

30.9 

24.9 

12.7 

36.9 

45.9 

35.9 

2.6 

12.5 

2.9 

1.0 

14.1 

2.4 

33.2 

8.8 

21.5 

21.7 

43.4 

41.5 

26.1 

0.5 

12.4 

5.4 

3.7 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

相談事業（電話相談を含む）の充実

母子自立支援員など相談員の充実

日常生活支援事業

（家庭生活支援員派遣制度）の充実

母子家庭等の優先雇用の援助

就職・転職のための援助

貸付金制度の充実

医療費無料制度の拡充

年金・手当などの充実

税の寡婦（寡夫）控除額の引き上げ

母子・寡婦福祉団体などの育成

保育所や放課後児童クラブなどの充実

養育費の確保・面会交流の取り決め支援

その他

今後の福祉行政への要望

母子

寡婦

父子
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４ 現計画の評価 

 

(1) 相談・情報提供機能の充実強化 

 

・ ひとり親家庭等のさまざまな相談に応じ、問題解決に努めるため、県では、

各保健福祉事務所に９名、市では各福祉事務所に１６名の母子・父子自立支援

員を配置し、自立のための助言・指導を行ってきました。 

相談件数は増加していますが、悩みごとの相談相手がいないと回答した方の

割合が全ての世帯で増加しており、県や市町村の相談窓口など社会資源の活用が

十分図られているとはいえない状況です。 

今後も、相談・情報提供機能の充実を図り、積極的な広報に努め、身近な地域

や広域での相談事業の充実を図るとともに、ひとり親家庭等がより利用しやす

い体制を構築していく必要があります。 

 

母子・父子自立支援員 相談受理件数    （件） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

県計 １，３２０ １，８４１ １，８８８ １，５３８ 

市計 ２，５８３ ２，９８１ ２，５７８ １，７０６ 

合計 ３，９０３ ４，８２２ ４，４６６ ３，２４４ 

 

・ 母子家庭等就業・自立支援センターにおいては、就業相談や養育費相談、各

種施策の情報提供等、ひとり親家庭等に対する総合的な支援サービスを実施し

てきました。相談件数は除々に増えているものの、母子家庭等就業・自立支援

センターの存在や支援サービスを知らないひとり親家庭等も多いため、広く事

業等の周知を図って行く必要があります。 

      

母子家庭等就業・自立支援センター 相談受理件数 （件） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

電話相談 115 148 54 104 

面 談 31 27 2 20 

その他 0 0 0 5 

合 計 146 175 56 129 
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(2) 就業支援の推進 

 

・ ひとり親家庭等が自立し、安定した生活を送るためには、就業の確保が重要

であることから、平成１８年度から母子家庭等就業・自立支援センターに就業

アドバイザーを配置し、就業相談や職業紹介を実施するとともに、パソコン講

座や介護職員初任者研修（平成２５年度名称変更：旧ホームヘルパー養成講座）

など実践的な講座を実施し、就業支援を行ってきました。 

受講者は減少状況にあります。受講しやすい体制を確保する、講座内容を充

実するなど、社会的需要を把握し見直しを行う必要があります。また、今後も

母子家庭等就業・自立支援センターを中心に、関係機関と連携して就業支援サ

ービスを実施していくため、センター事業の周知等を行う必要があります。 

 

各種講座等受講者数（母子家庭等就業・自立支援センター） （件） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

就業支援セミナー 29 18 28 20 

パソコン 18 18 5 11 

介護職員初任者研修 19 18 12 14 

合  計 66 54 45 45 

 

・ 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業には、高等職業訓練 

促進給付金等事業と自立支援教育訓練給付金事業があります。 

厳しい雇用環境が続く中、特に、国家資格の取得は就業や安定した収入に結び

つくため、修学意欲のあるものを継続して支援していく必要があります。 

 

母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 
 

(人) 

    23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

県計 高等職業訓練促進給付金 7 7 7 6 

  自立支援教育訓練給付金 1 1 0 0 

市計 高等職業訓練促進給付金 48 39 40 42 

  自立支援教育訓練給付金 3 5 2 3 

合計   59 52 49 51 
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(3) 子育て・生活支援策の充実強化 

 

・  ひとり親家庭が仕事と子育てとの両立を図り、安定した生活を送るためには、

子育てや生活の面での支援体制が必要です。そのため、地域で育児の相互援助

活動を行うファミリー・サポート・センターや、放課後児童クラブの設置を図

るなど生活面での支援を行ってきました。 

  今後も、病児保育や一時預かりの実施などの支援の必要があります。 

 

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ及び放課後児童クラブの設置状況 （ヶ所） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 16 17 17 17 

放課後児童クラブ 210 212 211 212 

 

・ ひとり親家庭等日常生活支援事業には、子育て支援と生活支援がありますが、

その支援時間はほぼ横ばいです。子育て支援を行う家庭生活支援員の養成を行

うなど、事業の提供体制の充実と事業の周知を図る必要があります。 

 

日常生活支援者の推移     
（延べ件数）

（延べ時間） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

家庭生活支援員派遣件数

等 

3 

83 

24 

347 

8 

110 

25 

252 

 

・ 県営住宅において、ひとり親家庭等の優先入居のために確保された住宅戸数

は、平成２６年度末には、１２２戸となり、平成２３年度末に比べ、約 1.2 倍

に増加しています。しかし、公営住宅への入居希望が多く、入居までの待ち時

間が長くなっている現状です。今後も、優先入居を継続する取り組みが必要で

す。 

優先入居戸数の推移     （戸） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

県営住宅 100 106 121 122 
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(4) 養育費確保の推進 

 

・ 平成２４年４月に施行された民法等の一部改正により、協議離婚の際の養育

費等の分担の取り決めが促されたところです。母子世帯における養育費の取り

決め状況は、前回の 45.4％に比べ、5.2％増加し 50.6％となりましたが、父子

家庭では 2.7％減少しています。また、養育費の受給状況については、前回に比

べ、母子家庭では 2.5％の増加、父子家庭では 0.8％の減少となっています。 

今後も養育費相談を行うとともに、啓発活動を継続する必要があります。 

 

養育費の取り決め状況の推移 

  母子世帯 父子世帯 

  決めている 受け取っている 決めている 受け取っている 

H20 45.4 26.0 21.6 5.4 

H26 50.6 28.5 18.9 4.6 

増減 5.2 2.5 -2.7 -0.8 

 

 

(5) 経済的支援の推進 

 

・ 母子家庭は一般家庭に比べて収入が低く、就業環境も厳しいことから、児童

扶養手当の支給や母子寡婦福祉資金の貸付、ひとり親家庭医療費助成事業など

経済的支援を行ってきました。また、児童扶養手当法や母子及び父子並びに寡

婦福祉法の改正により、父子家庭への児童扶養手当支給対象拡大や父子福祉資

金の創設などにより父子家庭への支援が拡充されました。 

  

 

世帯の年間年収  （万円）      〈参考〉                     （万円）  

（山梨県ひとり親家庭等実態調査）      世帯あたりの平均所得（国民生活基礎調査） 

 

児童扶養手当 受給者数の推移    （人） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

受給者数 6,816 6,891 6,926 6,769 

 児 童 の い

る世帯 

 

母子世帯 

母子世帯

／児童の

いる世帯 

Ｈ20 688.5 231.4 33.6％ 

Ｈ25 696.3 235.2 33.8％ 

増減 7.8 3.8  

  

父子世帯 

 

 

母子世帯 

Ｈ20 440 211 

Ｈ26 405 240 

増減 -35 29 
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母子家庭については、子育てをしながら、経済的に自立するために、「より

収入の高い就業を可能にするための支援」、「子育てと仕事の両立支援」、「養

育費取得のための支援」、「生活の場の整備」を総合的かつ計画的に推進して

いく必要があります。また、公的制度の認知度が低く、活用が低調であるもの

もあることから、支援施策の周知が重要です。 

   ・ ひとり親家庭医療費助成事業により、ひとり親家庭の精神的、経済的負担が

軽減され、保健の向上が図られています。 

 

ひとり親家庭医療費助成 受給世帯数の推移  （人） 

  23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

世帯数 6,219 6,200 6,715 6,169 

 

 

５ まとめ 

 

  平成２６年度に実施した実態調査によると、ひとり親家庭の状況は次の記述のとおり

ですが、主な相談相手については、親族、友人・知人等がほとんどを占めており、県や

市町村の相談窓口など社会資源の活用が十分図られているとはいえない状況です。また、

活用が低調な公的制度も見受けられます。 

  今後は、相談・情報提供機能の充実を図るとともに、積極的な広報に努め、社会資源

の活用を促すなど、ひとり親家庭への支援をさらに強化していく必要があります。 

 

(1) 母子家庭 

母子家庭数は、8,296世帯と調査開始以降最多であり、うち 87.1％が離婚によるも

のとなっています。 

母子家庭となった当時に、36.7％が就職、21.4％が転職しており、大半が生活費に

困ったとしています。 

母子家庭における就業状況としては、臨時・パートの形態で就業している割合が高

くなっており、就業率は高いものの一般家庭と比べると、収入は低い水準にあります。 

養育費も受け取っていないケースが多く、大半が取り決めをしていない状況です。 

また、住居については、持ち家、公営住宅への転居希望が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 寡 婦 

寡婦の就業については、常用雇用の形態での就業が減少し、臨時・パートでの形態

での就業が増加しています。収入も低い水準にあります。住居は、持ち家が大半を占

めています。 

また、生活費や老後、健康について悩んでいる方が多い状況です。 
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寡婦については、年齢構成が高いため、生活費や老後、健康面で悩んでい

る方が多く、「就業支援」や「生活の支援」など必要に応じて推進していく

ことが重要です。 

父子家庭については、母子家庭と比較すれば、経済的には優位であるもの

の、悩みごとの相談相手が少ない状況があるため、「子育て・家事と仕事の

両立支援」や「子どもの悩みに対する相談支援」などが必要です。また、母

子家庭より、さらに公的制度の認知度が低く、活用が低調であるものもある

ことから、支援施策の周知が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 父子家庭 

   父子家庭数は、985世帯と横ばいの状況にあります。 

   父子家庭になった当時、約６割強の方には就労状況の変化はなく、比較的安定し

た雇用状況にありますが、子育ての負担等により、就労条件が限られる状況にある

ため、一般家庭と比べると、平均収入は低くなっています。 

   当時の困ったこととしては、子どもの養育や教育及び生活費の割合が高くなって

います。住居は、持ち家が大半を占めています。 

   また、福祉制度等の利用状況については、前回３割程度でしたが、平成２２年８

月から児童扶養手当の受給ができるようになったこともあり、その利用は７割を超

えました。しかし、父子家庭の１割強の方が福祉制度等を知らなかったと回答して

おり、また２割が悩み事を相談する相手がいないと答えています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

１ 基本理念 

 

山梨県におけるひとり親家庭は増加状況にあり、就業、子育て、家事等をひとりで担

うひとり親家庭の精神的、肉体的な負担は大きいものであり、さらに、雇用形態の変化

や経済情勢を背景として、ひとり親家庭や寡婦を取り巻く環境は厳しいものとなってき

ています。 

県としては、このようなさまざまな状況を踏まえ、ひとり親家庭及び寡婦の自立を促

進するための支援のあり方及び方向性を示すとともに、総合的な事業展開を図り、「ひ

とり親家庭等が自立し、子どもたちが健やかに育つ環境づくり」を目指します。 

 

２ 基本方針 

 

  施策を展開するにあたり、次の点を重視しながら取り組みます。 

 

(1)  国・県・市町村の役割分担と連携 

国、県、市町村はその役割を明確にするとともに、県や市町村は施策の実施主体と

して、お互いに連携して施策を推進します。 

① 国の役割 

国は、ひとり親家庭等に対する施策や制度の企画・立案、効果的な施策の展開の

ための調査・研究、施策の普及・啓発等を行うとともに、都道府県や市町村に対す

る支援を行うほか、公共職業安定所において各種就業支援策を実施します。 

② 県の役割 

県は、この計画に沿って、ひとり親家庭等に対する施策を計画的に推進するとと

もに、広域的な観点から、市町村が地域の実情に応じて実施する各種施策に対する

助言や情報提供を積極的に行います。 

また、市町村のひとり親への支援策が円滑に進むよう、市等における自立促進計

画の策定状況や施策の取組状況などの情報提供を行い、市町村の自立促進計画の策

定を支援します。 

③ 市の役割 

市は、児童扶養手当の支給と母子・父子自立支援員による相談・情報提供を一体

的に行うとともに、地域の実情に応じた施策や自ら実施すべき施策を推進します。 

  ④ 町村の役割 

    町村は、住民に身近な自治体として、ひとり親家庭等の相談に応じ、必要な情報

提供を行うとともに、地域の実情に応じた施策を推進します。 

 

 (2) 関係機関相互の協力 

    ひとり親家庭等への支援については、就業支援と子育て・生活支援を組み合わせて

実施することが重要であり、また、母子家庭等が抱える多岐にわたる課題に対し、福
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祉や教育など幅広い分野にわたる関係者が相互に連携することも必要であることか

ら、関係機関、関係者等が相互に協力しあるいは連携することができる仕組み作りを

構築します。 

    あわせて、児童扶養手当の現況届提出時等の機会を積極的に利用し、生活、就業、

養育費等に関する相談に集中的に対応できる体制づくりを図ります。 

 

(3) 相談機能の強化 

ひとり親家庭等が抱える問題や悩みは、その多くが複雑に重なり合っていることか

ら、母子・父子自立支援員をはじめとした相談関係者は、ひとり親家庭等の抱えてい

る問題を把握するとともに、支援メニューの組み合わせや他の支援機関とのつなぎを

行うなど、その解決に必要かつ適切な助言及び情報提供を行います。 

また、困難に陥る前に支援窓口につなげる総合的・包括的な相談窓口の仕組みを構

築し、相談関係者の資質向上のための効果的な研修を実施するなど、相談機能の強化

を図るとともに、周知によりその利用を促します。 

 

 (4) 子育て・生活支援の強化 

   ひとり親が安心して子育てと就業・就業のための訓練との両立ができるようにする

ため、一般の子育て支援を積極的に活用してもらうとともに、日常生活支援事業等ひ

とり親家庭への支援策を実施します。 

 

(5) 就業支援の強化 

    ひとり親家庭等の自立、生活の安定と向上を図るためには、その就業を支援し、就

業による収入を安定的に確保することが重要です。これまでも、就業支援サービスの

提供や自立支援プログラムの策定のほか、公共職業訓練の実施、職業能力開発のため

の給付金、事業主に対する助成金等の支給など様々な施策を行ってきました。特に就

業への効果の高い自立支援給付金について周知を積極的に行い、ひとり親家庭等の自

立と生活の向上を図ります。 

 

(6) 養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの促進 

      養育費の確保については、養育費の取り決めや確保が適切に行われるよう、離婚す

る前からの意識付けが重要であるため、離婚当事者に対する周知啓発を行うとともに、

弁護士等の相談支援を実施します。また、面会交流については、基本的には子どもの

立場から望ましいことですが、実施が適切ではない場合もあることから、取り決めや

実施が適切になされるよう、関係機関や民間団体と協力して周知啓発や相談対応を図

ります。 

 

(7) 福祉と雇用の連携 

ひとり親家庭等の自立を図るためには、生活全般にわたり親身な相談に応じるとと

もに、経済的自立を図る上で必要な就業に関する情報や就業する際の子育て支援など、

福祉と雇用の施策の緊密な連携が不可欠です。 

このため、国の労働部局と県及び市町村、また、県及び市町村の福祉部局と労働部
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局が緊密に連携します。 

 

(8) 子どもの貧困対策 

  就業により安定した収入を確保し、ひとり親家庭の自立、生活の安定を図ることは、

子どもの貧困対策にも資することから、子供の貧困対策に関する大綱に基づき、関係

機関と連携しつつ、各施策を実施します。 

 

 

３ 基本目標 

 

  ひとり親家庭等の自立を図るため、次の施策を、総合的かつ計画的に推進します。 

 

 (1) 相談・情報提供機能の充実強化 

ひとり親家庭等のさまざまな相談に応じるとともに、個々の状況に応じて適正な助

言や情報提供が行えるよう、相談関係者の資質向上のための効果的な研修を実施する

など、相談・情報提供機能の充実強化を図ります。 

 

 (2) 就業支援の推進 

     ひとり親家庭等が十分な収入を得、自立した生活を送ることができるように、効果

的な就業促進、職業能力開発のための訓練、就業機会の創出など、就業面での支援の

推進を図ります。 

 

 (3) 子育て・生活支援の充実強化 

ひとり親家庭等が安心して生活し、また子育てと就業、子育てと就業のための訓練

とを両立できるように、保育所等への優先入所、保育サービスの充実、公営住宅への

優先入居など、子育てや生活面での支援策の充実強化を図ります。 

 

 (4) 養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの推進 

     ひとり親家庭の児童に対する養育費が確保できるように、養育費を支払うことにつ

いての社会的気運の醸成や、養育費や面会交流についての取り決めの促進など、養育

費確保等の相談体制の推進を図ります。 

 

 (5) 経済的支援の推進 

     ひとり親家庭等にとって重要な経済的な支えである、母子父子寡婦福祉資金貸付制

度や児童扶養手当制度を利用しやすくするため、制度について積極的な情報提供に努

めるほか、適正な貸付・支給事務を実施するなど、経済面での支援の推進を図ります。 
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第４章 具体的な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 子育て支援の充実

（２） 生活支援の充実

（３） 就業機会創出のための支援

（４） 就学の支援

（１） 相談体制の充実

（２） 相談関係者の資質向上

（３） 広報啓発の実施

（１） 就業のための支援

（２） 能力開発のための支援

（３） 医療費の助成

（１） 情報提供の充実

（２） 相談体制の整備

（１） 福祉資金の貸付

（２） 児童扶養手当の支給

相談・情報提供機能
の充実強化

就業支援の推進

子育て・生活支援
の充実強化

養育費の確保及び面
会交流に関する取り
決めの推進

経済的支援の推進

ひ
と
り
親
家
庭
等
が
自
立
し
、
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
育
つ
環
境
づ
く
り

 

施策の体系 
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１ 相談・情報提供機能の充実強化 

 

 

 

 

ひとり親家庭等が抱える問題や悩みは、その多くが複雑に重なり合っています。 

母子・父子自立支援員や就業支援専門員などの相談関係者が、ひとり親家庭等のさま

ざまな相談に応じ、その問題解決に努めることができるよう、相談窓口の機能強化に

取り組みます。 

ひとり親の支援に当たっては、民間の支援団体等と協働するなど、ひとり親家庭を

地域で支えるネットワークづくりを積極的に行います。 

また、公的制度の認知度が低く、その利用が低調なものもあることから、相談窓口

で効果的な広報手段を積極的に活用することにより、制度利用を促します。 

 

(1) 相談体制の充実 

   ひとり親家庭等のさまざまな相談に応じ、離婚直後等の精神的安定を図るとともに、 

個々の状況に応じて適切な助言や情報提供を行い、必要に応じて福祉や教育、労働な

ど幅広い分野にわたる関係機関と連携するなど、総合的支援を行います。 

養育費の取り決めや履行確保、生活上の諸問題などについて、専門家による相談体

制の充実を図ります。 

 

 (2) 相談関係者の資質向上 

母子・父子自立支援員等の相談関係者が個々の状況に応じて適切な助言や情報提供

を行えるように、国等が行う各種研修会への参加やひとり親家庭等の自立支援に必要

な知識の習得、相談技法の向上に関する研修の実施により、相談関係者の資質の向上

に努めます。 

   

(3) 広報啓発の実施 

   ひとり親家庭等に対する各種制度を周知し、また、養育費の確保等を啓発するため、 

ホームページや広報紙等、ニーズに合った効果的な広報手段を積極的に活用するなど、 

地域の特性を踏まえた広報活動を実施し、制度の利用を促します。 

    

 

 

施策の方向 
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２ 就業支援の推進 

 

 

 

 

ひとり親家庭等の自立や生活の安定と向上を図るためには、その就業を支援し、就

業により収入を安定的に確保することが極めて重要ですが、雇用環境の変化により、

非正規雇用の割合が増える状況にあります。 

また、母子家庭の母は、就業経験が少ないことなどから、就業に際して困難を伴う

ことがあります。 

 収入・雇用条件等でよりよい就業をすることは、経済的自立につながるため、効果

的な就業促進、職業能力開発のための訓練、就業機会の創出など、就業面での支援を

推進します。 

 

(1) 就業のための支援 

就業に関する法律・制度やひとり親家庭等に対する施策など、さまざまな情報の収

集・提供を行います。 

ひとり親家庭等の就業相談に応じるとともに、個々の生活実態や職業適性、就業経

験等を踏まえた就業促進に努めます。 

 

(2) 能力開発のための支援 

就職に必要な技能・知識を習得しやすいよう、託児サービス付きの職業訓練を実施

します。 

職業能力開発に取り組むひとり親家庭の母や父に対し、受講経費やその間の生活費

について、各種給付金の支給や必要な福祉資金の貸付を行います。 

就業に役立つ研修会や就業に結びつく可能性の高い技能を習得するための講座を開

催し、よりよい条件での就職や転職を促します。 

  

(3) 就業機会創出のための支援 

事業主に対し、各種助成制度を周知するとともに、ひとり親家庭の母や父の雇用に

ついて働きかけを行います。 

 県・市町村において非常勤嘱託職員等を求人する際、ひとり親家庭の母や父に求 

人情報を提供します。 

 ひとり親家庭の母や父の雇用の安定及び就業促進を図るため、一定の条件でひとり 

親家庭の母や父を雇用した事業主に対し、奨励金等を支給します。 

 県・市町村において、物品の購入や役務の提供を受ける際、母子・父子福祉団体等 

から購入等を行うことに努めます。 

在宅での就業など、多様な就業形態による就業を支援します。 
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３ 子育て・生活支援の充実強化 

 

 

 

 

ひとり親家庭は、家事や子育てと生計維持の役割を一人で担うため、他の家庭以上

に保育サービスの確実な提供や子どもの居場所づくりが求められていることから、安

心して子育てと就業、就業のための訓練との両立ができるよう、子育てや生活の面で

の支援体制の充実強化を図ります。 

 

 (1) 子育て支援の充実 

 就業や求職活動、職業訓練を十分に行うことができるように、ひとり親家庭の児童 

の保育所等への優先的な入所や放課後児童クラブへの優先的な利用を引き続き推進し 

ます。 

 保育所等における延長保育・休日保育・夜間保育等の各種保育サービスの提供を推 

進します。 

 ひとり親家庭の母又は父が、疾病やその他の理由により、家庭での養育が一時的に 

困難となった児童を短期間養育する事業を推進します。 

 地域で育児の相互援助活動を行うファミリー・サポート・センターの設置を推進し 

ます。 

 ひとり親家庭の母又は父等が技能習得のための通学や就職活動等により一時的な 

保育サービスが必要な場合などに、子育て支援を行う家庭生活支援員を派遣します。 

 

(2) 生活支援の充実 

 ひとり親家庭の母又は父等が疾病等により一時的な介護サービスが必要な場合や日 

常生活に支障が生じた場合などに、生活援助を行う家庭生活支援員を派遣します。 

ひとり親家庭の生活基盤の安定を図るため、公営住宅への優先的な入居を継続する

とともに、優先入居を行っていない市町村に優先入居の推進を働きかけます。 

また、ひとり親同士の情報提供の場づくりやひとり親家庭の子どもの居場所づくり

を支援します。 
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４ 養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの推進 

 

 

 

 

   ひとり親となる原因は、離婚によるものが８割を超えています。 

離婚世帯の児童の養育について、児童を監護していない親からの養育費は、児童の

権利であるにもかかわらず、その確保が進んでいません。 

親の児童に対する責務の自覚を促し、児童を監護しない親がその責務を果たしてい

くことが当然であるとする社会的気運の醸成を図るとともに、養育費や面会交流につ

いての取り決めや履行確保を促進するなど、相談体制の整備を進めます。 

 

(1) 情報提供の充実 

  養育費や面会交流の取り決め、履行確保を促進するため、養育費等に関する知識や

取得手続、法的義務などについて、ホームページや広報紙等へ掲載します。 

  母子・父子自立支援員等の資質の向上を図るため、国等が行う各種研修会への参加

を促すとともに、養育費等に関する研修を行います。 

 

(2) 相談体制の整備 

 養育費等の取り決めや履行確保などに関する問題について、専門家による相談体制 

を整備します。 

 

施策の方向 
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５ 経済的支援の推進 

 

 

 

 

   ひとり親家庭等は、収入が低い水準にあり、生活費に悩んでいる家庭が多いことか

ら、就業や養育費の確保により生活基盤が安定するまでの間、母子父子寡婦福祉資金

貸付制度や生活福祉資金貸付制度及び児童扶養手当制度等を有効に利用できるよう支

援を推進します。 

 

 (1) 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

   ひとり親家庭等に対して、母子父子寡婦福祉資金貸付制度に関する情報提供を積極 

的に行うとともに、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付業務を実施します。 

 

(2) 生活福祉資金の貸付 

   ひとり親家庭等に対して、生活福祉資金貸付制度に関する情報提供を積極的に行う 

とともに、プライバシーの保護に配慮した適正な貸付業務を実施します。 

 

  (3) 児童扶養手当の支給 

   ひとり親家庭の母や父に対して、児童扶養手当制度に関する情報提供を積極的に行 

うとともに、プライバシーの保護に配慮した適正な支給業務を実施します。 

 

(4) 医療費の助成 

   ひとり親家庭の医療費負担を軽減し、ひとり親家庭の健康を保持・増進するため、 

医療費の一部を助成する事業を実施します。 

 

(5)就学の支援 

    義務教育就学児童に対し、市町村は、就学援助制度等を実施するとともに、周知を 

行います。また、県は、高等学校等の進学に当たって、利用できる奨学金の事業等を 

実施し、制度の周知を行います。 
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計画の取組指標 
 

 

 

 Ｈ２６現況値 Ｈ３２取組指標 

ひとり親家庭の親の正規

雇用率 

母子家庭 ３６．３％ 

父子家庭 ６０．２％ 

母子家庭３９．４％に近づける 

父子家庭６７．２％に近づける 

母子家庭等就業・自立支援

センターで実施する講座

年間受講者数 

４５人 ６０人 

家庭生活支援員による日

常生活支援利用時間数 ２５２時間 ３７０時間 

放課後児童クラブの実施

箇所数 

２１７カ所 ２５８カ所 
（やまなし子ども・子育て支援プラン H31指標） 

病児保育の設置箇所数 ２６カ所 ３５カ所 

（やまなし子ども・子育て支援プラン H31指標） 

養育費の取り決め状況 母子家庭５０．６％ 

父子家庭１８．９％ 

母子家庭６０．６％ 

父子家庭２３．１％ 

 

 


